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 本市は、 過去の厳しい公害を市民、 事業者、 行政が一体となって克服し、 その中で培われた 「財産」 で

ある 「環境保全技術」 と 「市民、 事業者、 行政のパートナーシップ」 を生かして、 環境国際協力とエコタウン

事業を積極的に推進してきました。 こうした取組は世界的な評価を受けるまでになっており、 「北九州市ルネッ

サンス構想」 に掲げる 「水辺と緑とふれあいの “ 国際テクノロジー都市 ”」 を目指し、 快適で質の高い生存環

境のもとで、 国際経済社会の発展を担う創造的な産業活動や研究活動が展開する都市への再生を図っていま

す。

 一方、 今日の環境問題は、 地球環境問題に代表されるように広範多岐にわたるものであり、 被害者と加害

者が明確に分けられないなど、 これまでの産業公害問題とは異なる特徴を有しています。 これらの環境問題に

積極的に取り組んでいくため、 平成 12 年 12 月に今後の本市の環境保全行政の指針となる 「北九州市環境

基本条例」 を制定し、 翌年 1 月から施行しました。 この基本条例に掲げている基本理念を市民、 事業者、 行

政がしっかりと認識し、 それぞれの立場で今後とも公害防止の徹底に努め、 残された課題である交通公害対

策や有害化学物質対策などについて引き続き重点的に取り組むとともに、 資源の節約と環境負荷の削減を図

り、 持続可能な社会を形成するため、 ごみの資源化 ・ 減量化の推進をはじめとする資源循環型社会の構築に

努めていかなければなりません。

 これらを踏まえ、 本市は、 市民がより快適な環境を享受し誇れるまちとしてさらに飛躍するため、 また、 ヨハ

ネスブルグ ・ サミットにおいて、 本市が世界の環境モデル都市と認められたように、 国際社会や将来の世代か

らの期待に応えるため、 「世界の環境首都」 を目標に、 市民参画を基本として、 さらに環境政策を推進してい

きます。

 １  住み良い環境の街の創造 

 市民が快適に安心して暮らせる住み良い環境の街を創造していきます。 このため、 環境をより幅広い視

点でとらえ、 また、 市民の視点に立った環境政策を進めるとともに、 すべての政策において 「環境の視点」

を導入していきます。

　公害防止計画の推進を中心とする現在までの取組の結果、 産業公害はほぼ沈静化しています。 しかし、

都市 ・ 生活型公害、 特に主要幹線道路沿道における自動車からの排気ガス ・ 騒音は、 環境基準に不適

合となっている箇所があるなど、 必ずしも改善が図られたとは言い難い状況です。

　このため、 今後とも、 産業公害の防止や都市 ・ 生活型公害の改善に努めていく必要があります。 とりわ

け自動車公害対策については、 引き続き単体対策としての低公害車の普及、 交通流対策、 道路構造の

改善などの各種施策を行うとともに、 アイドリング ・ ストップ等のエコドライブ運動を市民 ・ 事業者とともに進

めていきます。

　これまでの公害問題に代わり、近年は有害大気汚染物質に代表されるような新たな環境汚染が問題となっ

ています。

　このため、 PRTR 法に基づき、 化学物質について排出及び移動の実態を把握するとともに、 環境調査を

実施し、 必要な排出抑制対策に取り組んでいきます。

今後の課題
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　地球温暖化対策は、 「世界の環境首都」 づくりの重要な取組みのひとつです。 地球温暖化の原因となる

温室効果ガスは、 その多くが、 私たちの生活を支えているエネルギー源である石炭 ・ 石油などの化石燃

料を使用したときに発生する二酸化炭素であることから、 地球温暖化問題の対応策として、 省エネルギー

対策を推進することが重要な課題となっています。

 そこで、 市民 ・ 事業者 ・ 行政の各主体が、 自然 ・ 社会的条件や温室効果ガスの排出状況に応じた省

エネルギーや温室効果ガスの排出抑制の取組みを推進し、 ライフスタイルやビジネススタイルを環境にやさ

しいものに転換を図り、 持続可能な社会づくりを総合的に推進する必要があります。 そのための仕組みづく

りが課題となります。

2  環境国際協力の推進

　ヨハネスブルグ ・ サミット以降、 地球環境の保全のため、 地域から行動を起こすことが求められています。

近年、 アジアのみならず様々な途上国から、 深刻化する地域の環境問題の解決のため、 本市に対する国

際協力の要請が増加しています。 特に環境産業市場の育ちつつある韓国、 中国等においては、 ビジネス

ベースの協力の可能性も高まっています。 また、 アジアの諸都市の環境改善のためのネットワークである

「ESCAP クリーンな環境のための北九州イニシアティブ」 の拠点を持つ都市として、 国際的にリーダーシッ

プを発揮することが求められています。

　このような要請や課題に応え、 21 世紀における本市の環境国際協力のあり方を示した 「北九州市環境国

際協力推進計画」 及び 「北九州市地域別環境協力戦略」 を推進していくとともに、 ヨハネスブルグ・サミッ

トでの本市の国際公約である 「アジアの均衡ある発展に向けたパートナーシップ ・ プログラム （ASPRO）」

を推進します。

　これまで築いてきた国際的ネットワークを通じて、 市民 ・ NGO、 企業、 大学 ・ 研究機関、 行政の有する

経験や技術 ・ ノウハウを、 海外の都市、 地域社会と共有し、 地域環境の保全に貢献するとともに、 国際

環境ビジネスの展開など本市の地域活性化にもつなげていきます。

3  循環型社会の構築

　市民啓発事業と推進事業によりごみの減量化 ・ 資源化施策を積極的に展開しています。

　今後ともキャンペーンや情報誌などでの啓発を通じて市民意識の向上を図り、 市民が自主的に行う環境

保全活動に対する支援や資源回収活動意欲を高めていく施策などを推進していく必要があります。

　廃棄物をめぐる問題は、 私たちの生活や経済活動と切り離せない問題であり、 この問題の解決のために

は 「大量生産 ・ 大量消費 ・ 大量廃棄」 の生活様式 ・ 産業構造を根本から見直すことが必要です。 この

ため、 生産の段階からリサイクルと発生抑制 ・ 廃棄物の減量化を考えた産業活動を行うこと、 繰り返し使え

るものは再利用することなど、 ごみの発生抑制 （リデュース）、 再使用 （リユース）、 再資源化 （リサイクル）

のいわゆる 「3R」 を基本に、 さらには、 環境に優しいリサイクル製品を使うこと （グリーン購入の促進） な

ど、 循環型の生活様式 ・ 産業構造の社会への転換を図る必要があることから、 本市における循環型社会

の形成に向けた基本指針である 「北九州市一般廃棄物処理基本計画」 を市民、事業者、行政が一体となっ

て確実に推進していきます。
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　また、 地域レベルにおける循環型社会形成に向けた先駆的な取組である北九州エコタウン事業では、 こ

れまでの取組を広げ、 資源循環に関する新たな産業や技術の集積を図ることにより、 アジアにおける 「国

際資源循環 ・ 環境産業拠点都市」 を目指し、 積極的に事業の推進を図ります。

4  自然環境の保全とふれあいの確保

　近年、 希少な動植物の保護に加え、 外来種の問題、 身近な自然としての里地里山の保全 ・ 活用、 市

民と自然とのふれあい促進など、 新たな課題への対応が求められています。

 このため、 本市では、 市民、 NPO、 専門家、 行政などが連携して、 豊かな自然環境と生物の多様性

を保ちつつ、 市民と自然とのふれあいを推進するための総合的な計画として 「（仮称） 北九州市自然環境

保全基本計画」 を平成 15 年度から 2 年をかけて策定することにしています。

5  世界の環境首都をめざして

　市民、 NPO、 企業、 市等あらゆる主体が力をあわせて環境首都づくりを進めていくために、 みんなで共

有する旗印となるグランド ・ デザインが平成 16 年秋の策定を目途に議論が行われています。

　この中では、 ①世界に誇れる都市、 ②住みよい都市、 ③各主体が一体となり、 共有できる目標に向かっ

て取り組む、 ④市民みんなが環境意識を持つ、 ⑤次世代に受け継ぐ都市として整備する、 ⑥世界に誇れ

る環境企業群、 技術創造のまちになる、 といった視点が重要なこととされています。

 今後、 こうした視点を踏まえ、 また、 策定されたグランド ・ デザインを受け、 環境首都を目指し、 市は全

庁的な政策に環境の視点を盛り込んでいくとともに、市民、企業、行政等のネットワークづくりを図って、様々

な主体の取組みを促進していきたい。


